
船舶事故調査報告書 

令和５年６月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月２０日 １０時５９分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港本港区 

鹿児島港本港南防波堤北灯台から真方位３３７°３６０ｍ付近 

（概位 北緯３１°３５.６′ 東経１３０°３４.４′） 

事故の概要 引船第二和
かず

丸は、起重機船第５正
せい

和
わ

号をえい
．．

航して北進中、係留中

の作業船光
こう

涼
りょう

に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１１月２１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第二和丸、１９トン 

２９１－３０４３７鹿児島、株式会社カーネギー産業 

Ｂ 起重機船 第５正和号、総トン数なし（全長３６ｍ） 

なし、株式会社カーネギー産業 

Ｃ 作業船 光涼、１０.９３トン 

   ＫＧ２－４７０５（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９５－３６６８４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷及び右舷外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 約４.５m/s（最大瞬間風速約

７.９m/s）、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

鹿児島市には、令和４年８月２０日０７時１３分に波浪注意報が発

表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、作業員等７人を乗せたＢ船を約

４５ｍのえい
．．

航索で繋
つな

いで全長約９０ｍの引船列（以下「Ａ船引船

列」という。）を構成し、鹿児島港新港区を出港して‘鹿児島港本港

区の南北に延びる東防波堤Ａ’（以下「本件防波堤」という。）に向け

て低速力で北進した。 

船長Ａは、右舷前方の本件防波堤南端付近に係留中のＣ船を認めた

後、同じ針路及び速力でＣ船の西方を通過できると思い、えい
．．

航を続

けた。 

船長Ａは、Ａ船引船列がＣ船の西方至近を通過した後、Ａ船の主機



を中立運転としてＢ船の行きあしを止めてえい
．．

航索を解き、本件防波

堤の中央部付近にＢ船を着岸させた。 

船長Ａは、Ｂ船の作業員からＢ船がＣ船に接触した旨の報告を受

け、Ｂ船がＣ船に衝突したことを知った。 

船長Ａは、Ｂ船が西風の影響で圧流され、Ｃ船に近づいたと本事故

後に思った。 

船長Ａは、本事故当時、西風であることは知っていたので、圧流を

考慮し、Ｃ船から十分に離す針路とすれば良かったと本事故後に思っ

た。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、本件防波堤南端付近に作業員３

人を降ろし、船首を北方に向けて右舷着けで係留した。 

船長Ｃは、Ａ船がＣ船の西方約５ｍを通過した後、Ｂ船がＣ船に接

近していることを認めて衝突の危険を感じ、本件防波堤に避難したと

ころ、Ｂ船がＣ船に衝突したのを認めた。 

分析 

 

Ａ船引船列は、最大瞬間風速約７.９m/s の西風を受ける状況下、本

件防波堤中央部に着岸する目的で北進中、船長Ａが、右舷前方の本件

防波堤南端付近に係留中のＣ船を認めたとき、原針路でＣ船の西方を

通過できると判断し、同じ針路及び速力でえい
．．

航を続けたことから、

左舷方からの西風の影響でＢ船が東方に圧流され、Ｂ船がＣ船に衝突

したものと考えられる。 

Ｃ船は、右舷着けで係留中、Ｂ船がＣ船に衝突したものと推定され

る。 

原因 本事故は、Ａ船引船列が、最大瞬間風速約７.９m/s の西風を受ける

状況下、本件防波堤中央部に着岸する目的で北進中、船長Ａが、右舷

前方の本件防波堤南端付近に係留中のＣ船を認めたとき、原針路でＣ

船の西方を通過できると判断し、同じ針路及び速力でえい
．．

航を続けた

ため、左舷方からの西風の影響でＢ船が東方に圧流され、Ｂ船がＣ船

に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・引船の船長は、起重機船等をえい
．．

航する際、風の影響及びえい
．．

航

状態を考慮し、他の船舶と安全な距離を隔ててえい
．．

航すること。 

 


